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東内構成員提出資料 



計画（PLAN） 
成果目標及び活動指標を
設定するとともに、障害福
祉サービスの見込量の設
定やその他確保方策等を
定める。 

基本指針 
障害福祉計画策定にあたっての基本的考え方及び達成すべき目標、サ
ービス提供体制に関する見込み量の見込み方の提示 

実行（DO） 
計画の内容を踏まえ、事業を実
施する。 

評価（CHECK） 
・成果目標及び活動指標については、少なくとも１年に１回その
実績を把握し、障害者施策や関連施策の動向も踏まえながら、
障がい福祉計画の中間評価として分析・評価を行う。 
・中間評価の際には、自立支援協議会から評価、点検を受ける
とともに、その結果について公表する。 

改善（ACT） 
計画の内容を踏まえ、事業を実
施する中間評価等の結果を踏ま
え、必要があると認めるときは、
計画の見直し等を実施。 

障害福祉計画におけるSPDCAサイクル 

調査（SURVEY） 
二ーズ調査等により調査を行い、課題を
明らかにする。（アセスメント） 
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入所・退所、入院・退院時 

における連結 

中央コミュニティケア会
議 

（障害者部会） 

ケアプランの作成 

病院 
 

  障害者・児 

  難病患者 

福祉施設 
 

障害者支援施設 

障害者・児通所 

サービス 

特別支援学校 

特別支援学級 

垂
直
統
合 

水平統合 

 
社会福祉課 

地域生活支援センター 

就労支援 

居宅介護等 

障害福祉サービス基盤 保健・医療基
盤 

日中活動支援 

医療機関 

かかりつけ医 

自立支援医療 

保健所 

保健センター 

障害 

リハビリテーション 

学校・教育基盤 

訪問看護 

※垂直統合：市外の施設との 

      効果的連携 

※水平統合：市内のサービス基盤の効果的連携 

グループホーム 

 
総合相談支援調整担当 

他制度・他職種による垂直統合と水平統合 
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中央コミュニティケア会議（障害者部会） 

権利擁護 

生活支援 

医療 

保健・福祉 
他制度・他職種 

 

 

コミュニティケア会議（日常生活圏域） 

北エリア 
地域生活支援センター 

中央エリア 
地域生活支援センター 

南エリア 
地域生活支援センター 

障害福祉に関わるケア会議と自立支援協議会の関係性について 

支給決定会議 

地域課題に対する福
祉サービスの必要量
を適切に把握するた
めに、記名式のアン
ケート調査を実施 

ニーズ調査 

総合的課題 地域課題 

 
 

 しごと部会 ふくし部会 くらし部会 

※課題によって振り分ける 

自立支援協議会 ※検討結果を報告 

企業・CSR NPO 市民 行政 医療機関 社協 

新制度・新サービスの導入！ 障害者計画・障害福祉計画策定 

計画策定部会 

 

 

 
 

 

複合的課題の検討 

課題や検討内容よって、
参加者や規模が異なるた
め、総合相談調整担当が
調整する 

  
和光市 
総合相談 
調整担当 
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